
JP 6762293 B2 2020.9.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザのバイタルサインを測定又は決定する光学的バイタルサインセンサにおいて、前
記光学的バイタルサインセンサは、
　ユーザの皮膚上に直接的に配置される接触面を持つハウジングと、
　入射角の角度範囲を持つ光ビームを生成する少なくとも１つの光源であって、前記光ビ
ームが、前記接触面を介して放射され、前記ユーザの皮膚に向けられる、当該少なくとも
１つの光源と、
　前記接触面を介して直接的に光を検出する少なくとも１つの光検出器ユニットであって
、前記光が、前記ユーザの皮膚内の又はからの前記少なくとも１つの光源からの前記光ビ
ームの反射を示し、前記少なくとも１つの光源及び前記少なくとも１つの光検出器ユニッ
トが、間に距離を空けて前記ハウジング内で互いの近傍に配置される、当該少なくとも１
つの光検出器ユニットと、
　前記少なくとも１つの光源と前記接触面との間に配置され、前記接触面に対する入射角
の角度範囲を－２０°と＋２０°との間に制限することにより前記少なくとも１つの光源
の前記光ビームを成形する光成形ユニットと、
を有するフォトプレチスモグラフィセンサを有し、
　前記光成形ユニットが、－２０°より小さく、＋２０°より大きい入射角度を持つ光ビ
ームを反射又は方向転換することにより透過させず、－２０°と＋２０°との間の入射角
度を持つ光を透過させる光学フィルムを有する、
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光学的バイタルサインセンサ。
【請求項２】
　前記光成形ユニットが、大きな角度を持つ光をリサイクルする拡散チャンバを有する、
請求項１に記載の光学的バイタルサインセンサ。
【請求項３】
　前記光成形ユニットが、前記少なくとも１つの光源と前記少なくとも１つの光検出器ユ
ニットとの間に鏡側面を持つ分離壁を有する、請求項１に記載の光学的バイタルサインセ
ンサ。
【請求項４】
　前記光成形ユニットが、光屈折ユニットを持つ、請求項１に記載の光学的バイタルサイ
ンセンサ。
【請求項５】
　前記光成形ユニットが、光コリメーション板を有する、請求項１に記載の光学的バイタ
ルサインセンサ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの光源が、側面発光ダイオードを有し、前記少なくとも１つの光検
出器ユニットが、第１の端部において前記少なくとも１つの光源に結合された光輸送ユニ
ットを有し、前記光輸送ユニットの遠位端は、前記光輸送ユニットを通る光が前記ユーザ
の皮膚に向かって反射されるような傾斜を有する、請求項１に記載の光学的バイタルサイ
ンセンサ。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの光源が、複数の発光ダイオードを有し、前記少なくとも１つの光
検出器ユニットが、角度選択フィルム、拡散器フィルム又は方向転換フィルムを有する、
請求項１に記載の光学的バイタルサインセンサ。
【請求項８】
　前記光学的バイタルサインセンサが、ウェアラブルデバイス又は手首デバイスである、
請求項１に記載の光学的バイタルサインセンサ。
【請求項９】
　ユーザのバイタルサインを測定又は決定する方法において、
　フォトプレチスモグラフィセンサのハウジングの接触面をユーザの皮膚に対して配置す
るステップと、
　前記フォトプレチスモグラフィセンサ内の少なくとも１つの光源により入射角の角度範
囲を持つ光ビームを生成するステップと、
　前記接触面により前記光ビームを前記ユーザの皮膚に向けるステップと、
　前記接触面を介して直接的に光を検出するステップであって、前記光が、前記フォトプ
レチスモグラフィセンサの前記ハウジング内の少なくとも１つの光検出器ユニットにより
前記ユーザの皮膚内の又はからの前記少なくとも１つの光源からの前記光ビームの反射を
示し、前記少なくとも１つの光源及び前記少なくとも１つの光検出器ユニットが、間に距
離を空けて前記ハウジング内で互いの近傍に配置される、ステップと、
　前記少なくとも１つの光源と前記ハウジングの前記接触面との間に配置された光成形ユ
ニットを用いて前記入射角の角度範囲を－２０度と＋２０°との間に制限することにより
前記光成形ユニットにおいて前記少なくとも１つの光源の前記光ビームを成形するステッ
プと、
を有し、
　前記光成形ユニットが、－２０°より小さく、＋２０°より大きい入射角度を持つ光ビ
ームを反射又は方向転換することにより透過させず、－２０°と＋２０°との間の入射角
度を持つ光を透過させる光学フィルムを有する、
方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の光学的バイタルサインセンサを制御するコンピュータ上で実行される
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場合に、前記光学的バイタルサインセンサに、請求項９に記載のユーザのバイタルサイン
を測定又は決定する方法のステップを実行させるコンピュータプログラムコード手段を記
憶するコンピュータ可読メモリを有するコンピュータプログラムプロダクト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザのバイタルサインを監視する光学的バイタルサインセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学的心拍センサは、ユーザの心拍のようなバイタルサインを監視又は検出することが
よく知られている。このような心拍センサは、フォトプレチスモグラフィ（ＰＰＧ）セン
サに基づくことができ、容積器官測定値を取得するのに使用されることができる。パルス
オキシメータを用いて、人間の皮膚の光吸収の変化が検出され、これらの測定に基づいて
、ユーザの心拍又は他のバイタルサインが決定されることができる。ＰＰＧセンサは、ユ
ーザの皮膚内に光を放射する発光ダイオード（ＬＥＤ）のような光源を有する。放射され
た光は、皮膚において散乱され、血液により少なくとも部分的に吸収される。光の一部は
、皮膚を出て、フォトダイオードにより捕捉されることができる。フォトダイオードによ
り捕捉される光の量は、ユーザの皮膚内の血液容積の指標であることができる。ＰＰＧセ
ンサは、特定の波長における吸収測定により真皮又は皮膚の皮下組織における血流を監視
することができる。血液容積が鼓動する心臓により変化される場合、ユーザの皮膚から戻
る散乱光も変化する。したがって、フォトダイオードを用いて検出光信号を監視すること
により、皮膚におけるユーザの脈拍、結果として心拍が、決定されることができる。
【０００３】
　図１は、心拍センサの動作原理の基本的な表現を示す。図１において、心拍センサが、
ユーザの腕に配置されている。心拍センサ１００は、光源１１０及び光検出器１２０を有
する。光源１１０は、ユーザの皮膚１０００上に又は内に光を放射する。前記光の一部は
反射され、反射光は、光検出器１２０により検出されることができる。
【０００４】
　ＵＳ２００９／０３３９３７は、ユーザの皮膚に向けて第１の光を出力する光抽出ユニ
ット及び皮膚から光検出器に向けて光をガイドする光結合パターンを持つ光ガイドパネル
を持つ生体情報を測定するセンサを示す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、減少された組立高さ（building height）を持ちながら、ユーザのバ
イタルサインを効率的に検出することができる光学的バイタルサインセンサを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によると、光学的バイタルサインセンサが提供される。前記光学的バイ
タルサインセンサは、ユーザのバイタルサインを測定又は決定するように構成される。前
記光学的バイタルサインセンサは、ハウジングと、ユーザの皮膚上に直接的に配置される
接触面と、入射角の角度範囲を持つ光ビームを生成するように構成された少なくとも１つ
の光源とを有するフォトプレチスモグラフィセンサＰＰＧを有する。前記光ビームは、前
記接触面を介してユーザの皮膚に向けられる。更に、少なくとも１つの光検出器ユニット
は、前記ユーザの皮膚からの又は前記皮膚内の前記少なくとも１つの光源からの前記光ビ
ームの反射を示す光を検出するように構成される。前記少なくとも１つの光源及び前記少
なくとも１つの光検出器ユニットは、前記ハウジング内で互いの近傍に配置される。前記
少なくとも１つの光源と前記少なくとも１つの光検出器ユニットとの間に距離が存在する
。前記バイタルサインセンサは、更に、前記光源と前記接触面との間に配置され、前記少
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なくとも１つの光源からの前記光ビームを成形するように構成される少なくとも１つの光
成形ユニットを有する。これは、前記入射角の角度範囲を２０°以下に制限することによ
り実行されることができる。前記光成形ユニットは、角度範囲を制限するように前記光ビ
ームを成形、方向付け、制御又は管理するユニットである。
【０００７】
　本発明の一態様によると、前記光成形ユニットは、大きな角度を持つ光ビームを反射又
は方向転換し、小さな入射角を持つ光を透過することができる光学フィルムを有する。
【０００８】
　本発明の他の態様によると、前記光成形ユニットは、大きな入射角を持つ光をリサイク
ルするように構成される拡散チャンバを有する。
【０００９】
　本発明の他の態様によると、前記光成形ユニットは、前記少なくとも１つの光源と前記
少なくとも１つの光検出器ユニットとの間に鏡側面を持つ分離壁を有する。
【００１０】
　本発明の他の態様によると、前記光成形ユニットは、光屈折ユニットを有する。
【００１１】
　本発明の他の態様によると、前記光成形ユニットは、光コリメーション板を有する。
【００１２】
　本発明の他の態様によると、前記少なくとも１つの光源は、側面発光ＬＥＤを有する。
前記少なくとも１つの光成形ユニットは、第１の端部で前記少なくとも１つの光源に結合
される光輸送ユニットを有し、遠位端は、前記光輸送ユニットを通る光が前記ユーザの皮
膚に向かって反射されるような傾斜を有する。
【００１３】
　本発明は、ユーザのバイタルサインを測定又は決定する方法にも関する。ＰＰＧセンサ
のハウジングの接触面は、ユーザの皮膚に対して直接的に配置される。入射角の角度範囲
を持つ光ビームは、前記ＰＰＧセンサ内の少なくとも１つの光源により生成される。前記
光ビームは、前記接触面により前記ユーザの皮膚に向けられ、前記ハウジング内の少なく
とも１つの光検出器ユニットは、ユーザの皮膚内の又はからの、前記少なくとも１つの光
源からの光ビームの反射を示す光を検出するように構成される。
【００１４】
　光成形ユニットは、前記光源と前記接触面との間に配置され、前記光源からの光を２０
°より小さい角度範囲に成形する。
【００１５】
　本発明の一態様によると、前記光学バイタルサインセンサを制御するコンピュータによ
り実行される場合に、前記光学バイタルサインセンサに、ユーザのバイタルサインを測定
又は決定する前記方法のステップを実行させるコンピュータプログラムコード手段を記憶
するコンピュータ可読メモリを有するコンピュータプログラムプロダクトが提供される。
【００１６】
　本発明の一態様によると、前記バイタルサインセンサは、ＬＥＤベースのＰＰＧセンサ
であることができるバイタルサインセンサを有する。ＬＥＤの光は、前記ユーザの皮膚を
貫通し、その一部は、光検出器に到達することができる。前記光検出器の出力は、血液体
積分率並びに酸素化及び脱酸素化ヘモグロビンのような血液化合物を監視するのに使用さ
れることができる。特に、ＬＥＤ光源からの光の吸収又は反射の量は、心拍及び血液体積
分率又は血液化合物を決定するのに使用されることができる。心拍は、血液体積分率に関
連する。更に、本発明によるＰＰＧセンサは、したがって、ユーザのバイタルサインの非
侵襲的測定を可能にする光学センサである。
【００１７】
　本発明の好適な実施例が、従属請求項又は上記の実施例若しくは態様とそれぞれの独立
請求項との組み合わせであることができると理解されたい。
【００１８】



(5) JP 6762293 B2 2020.9.30

10

20

30

40

50

　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施例から明らかであり、これらを
参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】バイタルサイン監視システムの動作原理の基本的な表現を示す。
【図２】異なる入射角に対してシミュレートされた反射率を描くグラフを示す。
【図３】異なる入射角及び異なる皮膚タイプに対して測定された反射率を描くグラフを示
す。
【図４】２つの異なる入射角におけるユーザの皮膚から反射された光を描くグラフを示す
。
【図５】本発明の一態様によるバイタルサインセンサの概略的な断面を示す。
【図６】フォトダイオードにおける相対電力とビーム角度との間の関係を示すグラフを示
す。
【図７】光源の異なる距離におけるビーム角度の関数として相対ＤＣ電力の関数を描くグ
ラフを示す。
【図８Ａ】本発明の一態様によるバイタルサインセンサの概略的表現を示す。
【図８Ｂ】本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの概略的表現を示す。
【図９】光源距離の関数として相対ＤＣ電力及びＡＣ／ＤＣ信号を示すグラフを示す。
【図１０】入射角の関数として相対ＤＣ電力及びＡＣ／ＤＣ信号を示すグラフを示す。
【図１１】本発明の一態様によるバイタルサインセンサにおける分離壁なしで入射角の関
数として相対ＤＣ電力及びＡＣ／ＤＣ信号を示すグラフを示す。
【図１２】光源距離の関数として相対ＤＣ電力及びＡＣ／ＤＣ信号を示すグラフを示す。
【図１３】本発明の一態様によるバイタルサインセンサにおける分離壁あり及びなしで入
射角の関数として相対ＤＣ電力及びＡＣ／ＤＣ信号を示すグラフを示す。
【図１４Ａ】本発明の一態様によるバイタルサインセンサにおけるビームパターンを示す
グラフを示す。
【図１４Ｂ】負の方向を持つ入射角でバイタルサインセンサにおけるビームパターンを示
す。
【図１５】本発明の一態様によるバイタルサインセンサの概略的表現を示す。
【図１６】本発明の一態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。
【図１７】本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。
【図１８】本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。
【図１９】本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。
【図２０】本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。
【図２１】本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の一態様によると、フォトプレチスモグラフィＰＰＧセンサに基づく光学的バイ
タルサインセンサが、提供される。このようなＰＰＧセンサ１００は、図１に描かれ、接
触面１００ａを持つハウジング１０１を有する。光源１１０は、ユーザの皮膚１０００上
に又は内に光を放射し、前記光の一部は反射され、この反射光は、光検出器１２０により
検出されることができる。前記光検出器の出力は、ユーザの心拍又は他のバイタルサイン
を決定するように分析されることができる。センサ１００の接触面１００ａは、前記ユー
ザの皮膚１０００と直接的に接触して配置される。
【００２１】
　本発明の一態様によるＰＰＧセンサ又は光学的バイタルサインセンサは、ウェアラブル
デバイス又は（スマートウォッチのような）手首デバイスとして実施されることができる
。
【００２２】
　図２は、ユーザの異なる皮膚におけるシミュレートされた反射率を持つグラフを示す。
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図２において、異なる入射角αに対する全反射率Ｒが、３つの異なる皮膚タイプに対して
描かれている。このシミュレーションは、４５０ｎｍの単一波長に対して実行された。特
に、３つの異なる皮膚タイプＳＴ１－ＳＴ３が、描かれている。第１の皮膚タイプＳＴ１
は、１．３％のメラニン量を持つ明色皮膚である。第２の皮膚タイプＳＴ２は、４％のメ
ラニン量を持つ色白の皮膚を示す。第３の皮膚タイプＳＴ３は、４０％のメラニン量を持
つ暗色皮膚を示す。
【００２３】
　図３は、異なる入射角及び異なる皮膚タイプに応じて測定された反射率を示すグラフを
示す。図３において、％で表される全反射率Ｒは、５つの異なる皮膚タイプＳＴ４－ＳＴ
８に対して入射角αの関数として示される。前記皮膚タイプは、欧州人明色皮膚タイプＳ
Ｔ４、アジア人皮膚タイプＳＴ５、南欧州人皮膚タイプＳＴ６、欧州人皮膚タイプ（黒毛
）ＳＴ７及びアフリカ人皮膚タイプＳＴ８を含む。図３の測定は、４５０ｎｍの中心波長
で実行された。図３において、入射角の関数としての測定された反射率は、異なる皮膚タ
イプ、特にフィッツパトリックスケールにおける皮膚タイプＩ乃至ＶＩに対して描かれて
いる。
【００２４】
　図２及び図３から、反射率が、０°の垂直な入射角と比べて高い入射角（例えば＞６０
°）に対して大幅に増大することが見られることができる。この大幅な増大の理由は、フ
レネル損失、すなわち皮膚表面における反射損失によるものである。
【００２５】
　図２によるシミュレートされた反射率及び図３による測定された反射率に基づいて、光
の約２０乃至３０％が、明色乃至白色皮膚タイプ、特に皮膚タイプＩ－ＩＩＩに対する垂
直な入射角において反射されることが、明らかになる。更に、反射光の正反射成分は、７
０°のような大きな入射角に対して高い。したがって、拡散反射率は、全ての入射角にお
いて正反射率より大きい。
【００２６】
　図４は、２つの異なる入射角における皮膚からの反射光を描くグラフを示す。特に、図
１において、角度Ａ［°］及び反射光の強度Ｉが、描かれている。図４において、０°の
入射角に対する反射光Ｉ０及び７０°の入射角に対する反射光Ｉ７０が、描かれている。
【００２７】
　図５は、本発明の一態様によるバイタルサインセンサの概略的な断面を示す。前記バイ
タルサインセンサは、光源１１０、光検出器１２０及び分離壁２２０を有する。オプショ
ンとして、前記分離壁は、前記光源を囲むことができる。分離壁２２０は、光源１１０を
光検出器１２０から分離するのに使用される。これは、前記光源からの光が、ユーザの皮
膚１０００と相互作用することなしに前記フォトダイオードに直接的に到達することを防
ぐために行われることができる。図５は、可能なビーム経路を示すいくつかのビームパタ
ーンをも示す。
【００２８】
　図６は、異なるビーム角度に対する前記フォトダイオードにおける相対電力（relative
 power）の関係を示すグラフを示す。図６において、ビーム半角ＢＡ及びフォトダイオー
ドにおける相対電力ＲＰが、描かれている。図６から見られることができるように、フォ
トダイオードにおける電力ＲＰは、２０°のビーム半角が考慮される場合に（ガウス分布
ビーム形状に対するシミュレーションに基づいて）ビーム半角の１０°ごとに約２％減少
している。図４は、入射角ごとの反射率を示す。上で既に述べたように、皮膚におけるフ
レネル損失のため、前記フォトダイオードのＤＣ電力は、ビーム角度の増大とともに減少
する。
【００２９】
　図７は、皮膚に対する前記光源の異なる距離に対するビーム半角の関数としての相対Ｄ
Ｃ電力を示すグラフを示す。特に、３つの距離Ｄ１－Ｄ３が描かれ、第１の距離Ｄ１は３
．２ｍｍに対応し、第２の距離Ｄ２は４．０５ｍｍに対応し、第３の距離Ｄ３は５．５ｍ
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ｍに対応する。見られることができるように、前記光源と前記ダイオードとの間の距離は
、相対ＤＣ電力ＲＤＣＰに対する主要な影響を持つ。
【００３０】
　図８Ａは、本発明の一態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。ここで
、センサ１００は、ハウジング１０１、接触面１００ａ、並びに前記ハウジング内の光源
１００及びダイオード１２０を有する。光源１１０からの光は、前記ユーザの皮膚１００
に向けられ、反射光は、ダイオード１２０により検出されることができる。本発明のこの
態様によると、光源１１０とダイオード１２０との間の距離は、変化されることができる
。
【００３１】
　図８Ｂは、本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの概略的表現を示す。ここで
、光源１１０からの光のビーム入射角αは、変化される。
【００３２】
　図９は、前記光源と前記フォトダイオードとの間の距離の関数として相対ＤＣ電力ＲＤ
ＣＰを示すグラフを示す。更に、ＡＣ電力とＤＣ電力との間の関係も、前記光源と前記ダ
イオードとの間の距離Ｄの関数として描かれている。
【００３３】
　図１０は、入射角の関数として相対ＤＣ電力ＲＤＣＰ間の関係並びにＡＣ及びＤＣの間
の関係を示すグラフを示す。図１０は、図８Ｂによるビーム入射角の変化の結果を表す。
【００３４】
　図９及び図１０において、相対ＤＣ電力は、２つの異なる皮膚タイプに対して示され、
ＡＣ／ＤＣは、２つの異なる皮膚タイプに対して示される。
【００３５】
　図１１は、ビーム入射角αに対する相対ＤＣ電力とＡＣ／ＤＣ比との間の関係を示すグ
ラフを示す。特に、図１１において、図５に示されるような前記光源と前記フォトダイオ
ードとの間の分離壁が除去される状況が示される。
【００３６】
　図１０及び１１のグラフ間の差は、図１０の状況において、分離壁が前記光源と前記光
検出器との間に存在するのに対し、図１１において、前記分離壁がなくなっていることで
ある。図１０及び１１のグラフの比較により、ＡＣ／ＤＣ信号におけるビーム角度に対す
る効果が、見られることができる。
【００３７】
　図１２は、前記光源と前記ダイオードとの間の距離の関数として相対ＤＣ電力及びＤＣ
／ＡＣを描くグラフを示す。特に、図１２において、分離壁ありのＤＣ信号ＤＣＷ及び分
離壁なしのＤＣ信号ＤＣＮＷが、描かれている。更に、壁ありのＡＣ／ＤＣ信号ＡＣＤＣ
Ｗ及び壁なしのＡＣ／ＤＣ信号ＡＣＤＣＮＷが、描かれている。
【００３８】
　図１３は、入射角の関数として相対ＤＣ電力及びＡＣ／ＤＣ信号を描くグラフを示す。
特に、図１３において、相対ＤＣ電力は、壁ありＤＣＷ及びなしＤＣＮＷで示される。Ａ
Ｃ／ＤＣ信号も、壁ありＡＣＤＣＷ及び壁なしＡＣＤＣＮＷで示される。このグラフの全
ての場合に対して、前記光源と前記フォトダイオードとの間の距離は、４．０５ｍｍであ
る。
【００３９】
　図９乃至１３に示される測定結果によると、相対ＤＣ電力とＡＣ／ＤＣ信号との間に関
係が存在する。出力信号の１つの重要な特性は、変調信号である。前記変調信号は、ＤＣ
成分に対するＡＣ成分の比に関する。変調ＡＣ／ＤＣ信号は、皮膚の固有特性に関連する
ので、重要である。これは、１回の心拍における血液体積分率の変化のピーク間値をカバ
ーする（ＡＣ信号）が、低反射率がＬＥＤ電力ブーストで補償されることができるので知
ることが重要である皮膚依存反射率（ＤＣ成分）をもカバーし、同じ変調信号を維持する
。
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【００４０】
　特に、ＡＣ／ＤＣ信号は、ＤＣ信号が増大する場合に減少する。分離壁が、前記光源と
前記フォトダイオードとの間に存在しない場合、この関係は、＞０°のビーム角度に対し
て有効である。更に、前記光源と前記ダイオードとの間の距離が増大する場合、これは、
ＡＣ／ＤＣ信号の増大をももたらす。前記ビーム角度が増大する場合、前記ＤＣ信号は、
５０°まで増大し、より大きな角度に対して減少し始める。これは、おそらく、皮膚表面
におけるフレネル損失によるものである。図１３から見られることができるように、４５
°より上のビーム入射角及び前記光源と前記フォトダイオードとの間の小さな距離（例え
ば４ｍｍ以下）は、避けられるべきである。
【００４１】
　更に、上の図面に見られることができるように、最適なＡＣ／ＤＣ信号を得るために、
ビーム入射角は、適合されることができる。
【００４２】
　図１４Ａ及び１４Ｂは、正の方向における４５°の入射角及び負の方向における４５°
の入射角を示す。図１４Ａ及び１４Ｂから見られるように、２つの完全な異なる変調信号
が得られる。
【００４３】
　更に注意すべきは、前記変調信号、すなわち、前記ＡＣ／ＤＣ信号は、ビームパターン
及び入射角に対して高感度であることである。前記光源と前記フォトダイオードとの間の
距離が大きいほど、入射角に関する感度は低くなる。更に、本発明の一態様によると、４
５°より大きい入射角は、避けられるべきであり、０°周辺の小さなビーム角度及び前記
フォトダイオードとは反対方向を指すビーム角度も、使用されることができる。本発明の
一態様によると、改良されたＰＰＧ信号は、前記光源のビーム角度の大きさが２０°より
小さい場合に得られることができる。
【００４４】
　図１５は、本発明の一態様によるバイタルサインセンサの概略的表現を示す。バイタル
サインセンサ１００は、ＰＰＧ心拍センサとして実施されることができ、ハウジング１０
１と、接触面１００ａと、少なくとも１つの光源１１０と、光検出器１２０とを有するこ
とができる。光源１１０及び少なくとも１つの光検出器１２０は、共通ベース材料（mutu
al base material）１３０上に構成されることができる。光源１１０は、例えば、発光ダ
イオードＬＥＤとして実施されることができる。更に、前記バイタルサインセンサは、少
なくとも１つの光源１１０からの光１１１をガイド、成形又は方向付け若しくは方向転換
するように機能する光成形手段２００を有する。光成形ユニット２００は、少なくとも１
つの光源１１０により放射された光１１１のビームプロファイルを成形するのに使用され
ることもできる。特に、前記成形ユニットは、２０°より小さい入射角を持つように光又
は光ビーム１１１をガイドするように適合される。有利には、入射角の範囲は、－２０°
乃至＋２０°である。これは、改良された変調信号、すなわち、ＡＣ／ＤＣ信号をもたら
す。
【００４５】
　図１５において、成形ユニット２００は、上板２１１を持つ拡散チャンバ２１０により
実施され、上板２１１は、少なくとも１つの光源１１０からの光１１１が小さな入射角を
持つ場合には光１１１を透過するように構成され、より大きな入射角を持つ光は、前記拡
散チャンバにより反射又は方向転換される。前記上板は、（小さな角度を透過し、大きな
角度を反射する）角度選択フィルム又は方向転換フィルムである。したがって、拡散チャ
ンバ２１０は、入射角が小さい場合にこのような光ビームが透過される又は通過すること
のみを可能にする。実際に、拡散チャンバ２１０は、混合チャンバとして機能することが
でき、少なくとも１つの光源１１０からの光１１１の一部をリサイクルするのに使用され
る。
【００４６】
　図１６は、本発明の一態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。図１６
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によるバイタルサインセンサは、実質的に図１５によるバイタルサインセンサに対応する
。したがって、前記バイタルサインセンサは、光成形ユニット２００をも有する。図１６
による本発明の態様において、光成形ユニット２００は、分離壁２２０として実施され、
前記分離壁は、光ユニット１１０に向けた側面である鏡側面２２１を有する。少なくとも
１つのフォトダイオードと少なくとも１つの光源１１０との間に配置された分離壁２２０
を用いて、前記光源からの光又は光ビーム１１１は、前記ユーザの皮膚１０００に到達す
る光が－６０°乃至＋２０°、特に－２０°乃至＋２０°の入射角を持つようにガイドさ
れる。分離壁２２０の鏡側面２２１を用いて、光１１１は、負の方向においてフォトダイ
オード１２０を指す、すなわち、フォトダイオード１２０から離れる方向を指すように方
向転換される。
【００４７】
　図１７は、本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。図１
７による本発明の態様によるバイタルサインセンサは、実質的に図１５又は１６によるバ
イタルサインセンサに対応する。したがって、バイタルサインセンサ１００は、少なくと
も１つの光源１１０と、少なくとも１つの光検出器１２０と、少なくとも１つの光源１１
０からの光１１をガイド又は成形する光成形ユニット２００とを有する。オプションとし
て、少なくとも１つの光源１１０及び少なくとも１つの光検出器１２０は、共通ベース材
料１３０上に配置されることができる。図１７による態様において、光成形ユニット２０
０は、光屈折ユニット２３０を有する。このような光屈折ユニット２３０は、例えば、フ
レネルレンズであることができる。ここで、大きな角度を持つ少なくとも１つの光源１１
０からのいかなる光１１１も、屈折され、光屈折ユニット２３０の特性に基づいて方向転
換されることができる。したがって、前記ユーザの皮膚１０００に入る少なくとも１つの
光源１１０からの光１１１の入射角の範囲が、－６０°乃至＋２０°、特に－２０°乃至
＋２０°の範囲内であることが、保証されることができる。
【００４８】
　図１８は、本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。図１
８の本発明の態様によるバイタルサインセンサは、実質的に図１５、１６又は１７による
バイタルサインセンサに対応し、したがって、少なくとも１つの光源１１０及びフォトダ
イオード１２０を有する。加えて、光成形ユニット２００は、ユーザの皮膚１０００に入
る光が特定の範囲の入射角、例えば、－６０°乃至＋２０°を持つことを保証するために
設けられる。図１８の態様によると、これは、光コリメーション板として実施される光成
形ユニット２００により達成される。光コリメーション板２４０は、少なくとも１つの光
源１１０の前に配置され、前記少なくとも１つの光源からの光１１１は、前記ユーザの皮
膚に入る光の入射角が、特定の範囲の入射角、特に－６０°乃至＋２０°内であるように
光コリメーション板２４０において反射される。
【００４９】
　図１９は、本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。コリ
メーション板２４０が、混合ボックス２４１と一緒に使用される。コリメーション板２４
０は、複合放物線集線装置形状（compound parabolic concentrator-shape）２４３を持
つことができる複数の凹部２４２を有する。
【００５０】
　図２０は、本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。図２
０による本発明の態様によるバイタルサインセンサは、少なくとも１つの光源１１０と、
少なくとも１つのフォトダイオード１２０と、少なくとも１つのライトガイド２００とを
有する。本発明のこの態様によると、ライトガイド２００は、少なくとも１つの光源１１
０と少なくとも１つのフォトダイオード１２０との間に配置される。ライトガイド２００
は、前記少なくとも１つの光源（例えば側面発光体として実施されるＬＥＤ）からの光を
少なくとも１つのフォトダイオード１２０に向けて輸送することができる光輸送ユニット
として実施される。光輸送ユニット２５０の遠位端は、少なくとも１つの光源１１０から
の光１１１がユーザの皮膚１０００に向けて方向転換されるような傾斜２５１を持つ。こ
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ユニット２５０の出力端との間の距離は、大幅に減少されることができ、低い組立高さを
持つ平坦な設計が可能である。
【００５１】
　図２１は、本発明の他の態様によるバイタルサインセンサの基本的な表現を示す。前記
バイタルサインセンサは、少なくとも１つの光源１１０、光検出器１２０、及び光源１１
０と前記ユーザの皮膚１０００との間に配置される光成形ユニット２００を有することが
できる。光成形ユニット２００は、光学的角度選択フォイル２６０として実施されること
ができる。角度選択光学フォイル２６０は、選択された角度範囲内で光が透過することを
可能にすることができる。代わりに、前記ライトガイドユニットは、光学ホログラフィッ
ク光成形拡散器又は方向転換フィルムＤＴＦを用いて実施されることもできる。
【００５２】
　光成形ユニット２００は、前記光源からの光ビームの角度範囲が限定又は制限されるよ
うに前記光ビームを成形、方向付け、方向転換、制御又は管理するのに使用される。した
がって、前記光成形ユニットは、光方向付け又は方向転換ユニット、光制御ユニット又は
光管理ユニットと見なされることができる。
【００５３】
　開示された実施例の他の変形例は、図面、開示及び添付の請求項の検討から請求された
発明を実施する当業者により理解及び達成されることができる。
【００５４】
　請求項において、単語「有する」は、他の要素又はステップを除外せず、不定冠詞「あ
る」は、複数を除外しない。
【００５５】
　単一のユニット又は装置は、請求項に記載された複数のアイテムの機能を満たしてもよ
い。特定の方策が相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これら
の方策の組み合わせが有利に使用されることができないことを示さない。コンピュータプ
ログラムは、他のハードウェアと一緒に又は一部として提供される、光記憶媒体又は半導
体媒体のような適切な記憶媒体において記憶／分配されてもよいが、インターネット又は
他の有線若しくは無線電気通信システムを介するような他の形式で分配されてもよい。
【００５６】
　請求項内のいかなる参照符号も、範囲を限定すると解釈されるべきではない。
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